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午前９時２６分 委員会開会 

○委員長（村岡 峰男） おはようございます。皆さ

んおそろいになりましたので、ただいまから総務委

員会を開会いたします。 

 総務委員長を仰せつかりました村岡です。昨日ま

での本会議ご苦労さまでした。 

 また、私自身も委員長は４年間なかったんですが、

４年ぶりの委員長ですし、ましてや総務委員長は初

めてで、総務委員会も久方ぶりの総務委員会です。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 早速協議に入りますが、本日は当委員会に付託、

また当分科会に分担された議案の審査として、個別

に説明、質疑、討論、表決を行い、次に、議事順序

を変更して、先に報告事項の説明を受け、その後、

議事順序を元に戻して、意見・要望のまとめを行う

予定としております。 

 委員の皆さんはＳｉｄｅＢｏｏｋｓ上のフォル

ダー、ホーム、総務委員会、総務０３．１２．１７

が本日の委員会のフォルダーです。そこに本日の委

員会の資料を配信しております。入ってますか。 

 委員の皆さん、並びに当局職員の皆さんは、質疑・

答弁に当たりましては重点を押さえ、簡潔・明瞭に

行っていただき、スムーズな議事進行にご協力をお

願いいたします。 

 なお、委員会及び分科会での発言は、委員長・分

科会長の指名の後、マイクを使用して課名と名字を

名のってから行っていただきますようにお願いを

しておきます。 

 これより協議事項（１）付託・分担案件の審査に

ついて、ア、委員会審査に入ります。 

 まずは、第１２２号議案、土地の貸付についてを

議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 畑中財政課長。 

○財政課長（畑中 聖史） それでは、議案書の４１

ページをご覧ください。第１２２号議案、土地の貸

付についてでございます。 

 本案は土地の貸付けについて、地方自治法の規定

により議会の議決を求めるものであります。 

 １、貸し付ける相手方は株式会社カネカ、２、土

地の所在面積は日高町堀字中野々８５２番１の内、

１万１，２４９平方メートルということでございま

す。３、貸付料ですけれども、年額１１２万４，９

００円で、面積に１平方メートル当たり１００円を

乗じた金額ということでございます。４、貸付けの

期間ですけれども、令和４年４月１日から令和１４

年３月３１日までの１０年間としております。これ

は豊岡市の公有財産規則で貸付けの区分により貸

付期間を１０年以内としているためでございます。

５の貸付けの期間の更新ですが、貸付期間満了後は、

相手方との協議により貸付期間を更新できるもの

としております。 

 備考で、本案は、令和４年３月３１日までとなっ

ている貸付契約を更新するものということでござ

います。 

 また、土地の面積や形状等を考慮した貸付料の額、

これを通常の貸付料の額と書いておりますけども、

当該土地の相続税評価額に１００分の６を乗じて

得た金額で、年額１平方メートル当たり２９４円と

いう額になります。これよりも低い金額で貸し付け

るので議会の議決を取るということでございます。 

 簡単に貸付けの経緯をちょっとご説明させてい

ただきたいと思います。平成２４年なんですけれど

も、遊休地を活用した太陽光発電事業の展開を図り

たいと市として考えていたところ、株式会社カネカ

から、地域貢献ということを目的に当該地において

大規模太陽光発電事業を行いたいと申出がござい

ました。この地域貢献というのが、ずっと遊休地で

ございましたので、それを借りていただくというこ

とで、１００円としましても年間事業期間で約２，

３００万円、固定資産税も事業期間中に１，５００

万円、合計３，８００万円ぐらいお金が豊岡市に入

るのでというような内容でございました。 

 そのとき頂いた提案書では、土地の貸付期間は２

１年間、発電事業の期間は建設撤去の期間を除いた

２０年間ということになっておりました。先ほど申

し上げましたように、市の公有財産規則では貸付期

間が１０年以内というふうに規定しておるため、今



 2 

回１０年間で一旦切った上で、さらに１０年間の延

長ということをさせていただくというものでござ

います。 

 ４３ページに土地の位置図をつけております。ち

ょうど下の写真で見ていただきますと分かります

ように、日高東部健康福祉センターの道路を挟んで

南側の土地ということになっております。いびつな

形をした土地でございます。 

 説明は以上でございます。 

○委員長（村岡 峰男） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。議案が少ないですから、じ

っくりと。分からんことは聞いてくださいよ。あり

ませんか。 

 どうぞ。 

○委員（前田 敦司） 話を整理すると、もともと２

０年間の契約だったけども、それで市にも税収がい

っぱい入ると、今まで使っていなかったところを使

っていただけると税収が入るので、２０年間の契約

をする。だけど、今までの規則でいくと１０年間の

契約しかできないので、その１０年間の契約して、

それが終わってからの延長的な１０年間の契約を

やるということでお間違いなかったでしょうか。 

○委員長（村岡 峰男） どうぞ、はい。 

○財政課長（畑中 聖史） おっしゃったとおりで間

違いございません。以上です。 

○委員（前田 敦司） ありがとうございます。 

○委員長（村岡 峰男） 終わり。 

○委員（前田 敦司） すっきりしました。 

○委員長（村岡 峰男） どうですか。 

 どうぞ。 

○委員（田原 宏二） 以前説明いただいたとき、１

００円であれば、カネカさんのほうも収支とんとん

というか、そういう話があったかなと思うんですけ

ども、この単体だけの収支というのは、カネカさん

は出してないのかもしれませんけども、例えば１０

０円を１５０円とかだったら、やっぱりカネカさん

は赤字になってしまうんでしょうか。 

○委員長（村岡 峰男） 答弁お願いします。 

○財政課長（畑中 聖史） ちょっと資料を確認させ

てください。 

○委員長（村岡 峰男） 慌てずにゆっくりと。 

 どうぞ。 

○財政課長（畑中 聖史） 平成２４年当時に頂いた

事業計画書といいますか、企画提案書というものが

ございます。それを見てみますと、事業期間中に売

電収入としては２億８，６００万円を見込んでおら

れまして、そこから初期投資の建設費用、それから

運転、保守、その他諸経費等々引いていきますと、

最終的に、法人税等の所得税、そういった税も引い

て、さらに撤去費用も引いた後で２，５００万円残

るというような内容で、２０年間で２，５００万円

というような内容でございます。これが適当なのか

どうかっていうのは、ちょっと今の時点ではよう判

断しませんけれども、１００円で貸した場合にこの

程度の最終的な利益ということを見込んでおられ

ました。ですので、妥当なことだろうという判断で

１００円で貸したものだというふうに考えており

ます。以上です。 

○委員長（村岡 峰男） どうぞ。 

○委員（田原 宏二） 今、売電収入自体は減ってい

るんでしょうか。計画当初、平成２４年より売電収

入というのは減っていますか。 

○委員長（村岡 峰男） はい、お願いします。 

 どうぞ。 

○財政課長（畑中 聖史） 太陽光発電の仕組みを完

全に知っておるわけではないのですけども、今、１

０年とか１５年前から比べるとかなり売電収入は

減っているはずです。電気会社に買っていただく金

額が下がっているということで。そういったものも

見越した上での２０年間で２億８，６００万円であ

ったのだろうというふうに考えております。以上で

す。 

○委員長（村岡 峰男） いいですか。 

○委員（田原 宏二） 結構です。 

○委員長（村岡 峰男） ほかの方、ありませんか。 

 ないようですので、質疑を打ち切ってもいいです

か。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 質疑を打ち切ります。 
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 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（村岡 峰男） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決す

べきものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（村岡 峰男） ご異議なしと認めます。よ

って、第１２２号議案は、原案のとおり可決すべき

ものと決定しました。 

 ここで委員会を暫時休憩します。 

午前９時３７分 委員会休憩 

──────────────────── 

午前９時３７分 分科会開会 

○分科会長（村岡 峰男） ただいまから総務分科会

を開会します。 

 これより、３、協議事項、（１）付託・分担案件

の審査について、イ、分科会審査に入ります。 

 第１６１号議案、令和３年度豊岡市一般会計補正

予算（第１５号）を議題といたします。 

 第１６１号議案中、当分科会に審査を分担されま

したのは、所管事項に係る歳入歳出予算補正、債務

負担行為補正、及び地方債補正についてであります。 

 当局の説明は、まず財政課から全体概要を含めて

説明を、次に、人事課から全体の人件費を含めて説

明をいただき、その後、組織順で各担当課から歳出

及び歳入などを一気に説明願います。 

 質疑は、説明が終わった後、一括して行います。 

 それでは、順次説明願います。 

 まず、財政課長からお願いします。 

○財政課長（畑中 聖史） それでは、議案書の２３

１ページをお願いいたします。２３１ページです。

第１６１号議案、令和３年度一般会計補正予算、そ

れでは、第１４号とありますが、後から出した議案

を先に議決していただいておりまして、第１５号と

いうことになっております。 

 本案につきましては、歳入歳出それぞれ２億２，

８３４万６，０００円を追加し、歳入歳出総額を、

そのところでは５０６億５，１７９万円とあります

が、計数整理によりまして５１１億１，１９１万６，

０００円とするものでございます。 

 概要といたしましては、また後ほど説明がござい

ますが、職員の配置を反映した人件費の補正、それ

から事業費の確定見込みによる増減が主なものと

なっております。 

 概要につきましては以上でございまして、財政課

所管分の説明をさせていただきます。 

 まずは歳出で、２８６ページ、２８７ページをご

覧ください。財政課の歳出としましては、下段のほ

うの１２の公債費でございます。まず、公債費の市

債元金です。補正額は４８６万３，０００円という

ことになっております。これは利率見直しによりま

して利率が下がるということで、元利均等で返済を

しているものの元金の割合が増えるという内容で

ございまして、元金のほうが増額しているという内

容でございます。 

 その下の市債利子ですけども、これにつきまして

は、利率の見直しによりまして償還利子の減額、そ

れから前年度の市債発行額の確定ということで減

額等々ございまして、マイナスの１，７０１万円と

いうことになっております。 

 続きまして、歳入ですけれども、まず２４４ペー

ジ、２４５ページをご覧ください。一番下の段の国

庫補助金ですけれども、それの一番下段にあります

地方創生臨時交付金です。説明欄、地方創生臨時交

付金でございます。コロナ対策の経費の決算見込み

等によりまして、財源更正等を行っております。１

億２，９２４万７，０００円の増額としております。 

 続きまして、２４８ページ、２４９ページをご覧

ください。上から４段目の２０款繰入金で、１行目

の財政調整基金でございます。マイナスの１億１，

０００万円としております。財源調整で今回繰入れ

を１億１，０００万円減額しております。これによ

りまして、財源不足ということで当初予算で１４億

円財政調整基金繰り入れしておりますが、これの残

といいますか、繰り入れしてるという状態が９億１，

５００万円と、まだ９億１，５００万円返せてない

という言い方にもなろうかと思いますけども、この

ような状況になっております。 
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 財政課からの説明は以上でございます。 

○分科会長（村岡 峰男） 続いて、人事課長。 

 どうぞ。 

○人事課長（小川 琢郎） それでは、一般会計補正

予算（第１４号）に係る人件費の補正についてご説

明させていただきます。 

 別途配付させていただいておりますけども、令和

３年度人件費１２月補正予算の主な理由（一般会

計）、この資料に基づきまして説明をさせていただ

きます。 

 まず、報酬です。２，６５４万４，０００円の減

額としております。主にパートタイム会計年度任用

職員に係る未採用月数分の減額によるものでござ

います。未採用月数分といいますのは、当初予算で

１年間分予算組んでおりますけども、実際に採用で

きたのが５月からとか７月とかっていうことにな

る場合がありまして、その年度途中になった場合に、

採用できなかった経過月数分、これが不用になりま

す。その分を減額しているものでございます。 

 次に、給料です。４，２０７万円の減額としてお

ります。フルタイムの会計年度任用職員に係る未採

用月数分の減額と、それから育児休業、部分休業取

得による不用分の減額によるものでございます。 

 それから、次に、手当でございます。４４７万５，

０００円増額としております。これにつきましては、

時間外勤務手当、それから児童手当の増額がありま

す。そのほかに、随時異動といいまして、年度途中

の扶養の申請とか住所の変更、こういったものに伴

いまして扶養手当、住居手当、通勤手当の減額がご

ざいます。それから、会計年度任用職員の未採用月

数分に係る期末手当への反映分、これの減額、それ

から育児休業取得に伴う減額、こういったものを反

映しております。 

 次に、共済費です。１，３４４万９，０００円の

減額としております。これについては、会計年度任

用職員に係る未採用月数分、それから育児休業取得

による不用額の減額によるものですけども、報酬と

か給料を減額したことによって生じる共済費の減

額、これを反映しております。 

 次に、負担金です。５８７万円の減額としており

ます。これは、主にフルタイムの会計年度任用職員

の未採用月数分と育児休業に入った方の退職手当

負担金の減額によるものです。 

 以上、全体として８，３４５万８，０００円の減

額をお願いするものでございます。 

 人事課からは以上です。 

○分科会長（村岡 峰男） 続いて、政策調整課長。 

○政策調整課長（井上 靖彦） 政策調整課所管分に

ついて説明をさせていただきます。 

 ２４６ページ、２４７ページをお願いいたします。

歳入でございます。下から２つ目の枠、県支出金の

ひょうご地域創生交付金でございます。５４０万円

を増額しておりますが、これにつきましては追加募

集がございまして、新たに採択を受けたこと等によ

り増額をしているものでございます。以上です。 

○分科会長（村岡 峰男） 次に、防災課長。 

○防災課長（原田 泰三） 防災課所管分について説

明します。 

 歳出でございますが、２７６ページ、２７７ペー

ジをお開きください。２升目に消火栓管理費という

のがございます。この中で負担金といたしまして新

設改良工事費、５か所ですけども、市内の小田井、

それから下宮と、それぞれ３基、２基に消火栓を増

設するものとして４８３万８，０００円を増額のお

願いをしておるものでございます。 

 その下段に消火用水というのがございますが、こ

ちらにつきましては、訓練や火災とかに使用した消

火用水に係る精算でございまして、これにつきまし

ては１４万４，０００円減額しているということに

なります。 

 続いて、歳入なんですけども、２５０ページ、２

５１ページをお開きください。最下段に消防防災施

設整備事業債というのがございまして、ここに消火

栓というものがございますが、こちらが４８０万円

増やせていただいてるというようなことになりま

して、地方債の補正のほうも同額増額してるという

ようなことになります。 

 防災課からは以上でございます。 
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○分科会長（村岡 峰男） 続いて、コミュニティ政

策課長。 

○コミュニティ政策課長（若森和歌子） 資料は２５

６ページと２５７ページ中ほど、地域コミュニティ

推進費です。２５６ページの中ほど、６１５万４，

０００円の減額としています。２５７ページの説明

に書いてありますが、人件費と補助金と交付金の執

行見込みによる減額としています。 

 補助金です。減額理由としましては、当初の見込

み単価と実際に契約した単価の差額によるもので、

１５万３，０００円の減額としております。 

 それから、交付金についてです。２つの交付金が

あります。地域コミュニティ活性化交付金です。希

望するコミュニティが何か特別に行いたい事業に

対して応募していただく交付金で、今後の執行見込

みにより１５０万円を減額するものです。 

 それから、コミュニティづくり交付金です。これ

は全てのコミュニティに対して活動運営の費用と

して交付していますが、２０２０年度において、主

にコロナの影響により当初予定されていました事

業が実施できず、余剰金となった金額です。その金

額を差し引きして交付しましたので、４４８万９，

０００円の減額としております。 

 なお、歳入についてなんですけれども、これら交

付金については過疎債を活用しており、２５２ペー

ジと２５３ページにあります過疎対策事業債にな

ります。 

 全体としましては３５０万円の減額となってお

りますが、当初、コミュニティの分につきましては、

１億３，９２０万円のうち、コミュニティ政策課の

分につきましては３，３５０万円充当してたんです

けれども、整理をさせていただいて全体では３５０

万円の減額となっていますが、９０万円の増額とさ

せていただいています。以上です。 

○分科会長（村岡 峰男） 続いて、税務課長、どう

ぞ。 

○税務課長（宮﨑 雅巳） ２５８ページ、２５９ペ

ージをご覧ください。２５９ページ、一番下です。

賦課徴収事務費で、申告支援システム改修業務とし

まして２４万９，０００円計上いたしております。

税務課におきましては申告相談から５月の市民税

当初課税までが繁忙期となっておりまして、この間、

市民税係の時間外勤務が多大になっております。こ

れを解消するために課の中で応援体制を取るとい

うことで、申告支援システム、その作業に必要なシ

ステムを１ライセンス追加して対応いたします。こ

れによって確実に当初課税に結びつけるというも

のでございます。ご理解をいただきたいと思います。

以上です。 

○分科会長（村岡 峰男） 続いて、竹野振興局地域

振興課参事、どうぞ。 

○竹野振興局地域振興課参事（山根 哲也） 私ども

につきましては、歳入歳出はございません。債務負

担行為補正についてご説明をさせていただきます。 

 ２３５ページをお開きください。上から７つ目、

竹野庁舎管理事業１４３万円です。これは２０００

年に竣工し、２００１年１月から業務を行っており

ます竹野庁舎のキャノピー、これはひさしの部分で

すけども、ここの改修工事に係る設計業務委託料で

ございます。竹野庁舎は駐車場から庁舎内へ立ち入

る際に、駐車場から庁舎玄関までの間、１７．６メ

ートルございますが、ここのキャノピーの直下を通

って来庁される構造となっております。このキャノ

ピーの経年劣化による著しいたわみにより、パネル

等の部材落下の危険性が高まったため、改修工事の

来年度早期着工を図るべく、債務負担行為による設

計業務に着手しようとするものでございます。 

 現在は応急的に１１月１７日に仮設構造物を設

置し、来庁者の安全を確保している状況でございま

す。 

 なお、この改修工事等に係る予算につきましては、

新年度予算に計上する予定としております。 

 私からの説明は以上でございます。 

○分科会長（村岡 峰男） 続いて、消防本部次長、

どうぞ。 

○消防本部次長（井﨑 博之） まず、歳出から説明

させていただきます。２７７ページをご覧ください。

上の表、右上の枠にあります職員研修費、その５行
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下にあります消防活動事業費につきましては、新型

コロナウイルス感染症により研修期間の縮小及び

研修の中止により不用額を減額するものでござい

ます。 

 また、中ほどの一般管理費につきましては、事業

確定に伴い不用額を減額するものでございます。 

 下枠の中ほどにあります消防本部庁舎整備事業

費でございます。投資委託料、整備工事費、庁用備

品、いずれも事業確定に伴い減額するものでござい

ます。 

 続いて、歳入ですが、２３７ページをご覧くださ

い。地方債補正でございます。表の中ほどをご覧く

ださい。消防防災施設整備事業費のうち、消防本部

庁舎につきましては本年８月に令和３年度地方債

同意等基準運用要綱の一部改正が行われ、緊急防

災・減災事業債の対象事業が拡充され、消防本部庁

舎改修内容の一部が対象事業に該当したことによ

り補正を行うものでございます。 

 私からは以上でございます。 

○分科会長（村岡 峰男） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

 ご検討をしてもらっている間に、私のほうから１

つだけ、いいですか。 

○副分科会長（松井 正志） どうぞ。 

○委員（村岡 峰男） 最後の説明の消防本部庁舎の

改修ですけども、具体的にどこを、何を、何のため

に何を改修、なるんかな。 

○副分科会長（松井 正志） 消防本部次長。 

○消防本部次長（井﨑 博之） 消防本部の庁舎の改

修につきましては、何点かございますが、まず、仮

眠室の個室化を行っております。女性職員が使える

ような仮眠室を設置しております。また、それに伴

いますトイレの整備、それから空調施設、女性職員

の浴室等、こういったものの整備、主にこういった

ことを行いました。以上です。 

○委員（村岡 峰男） 女性の消防職員は今何名です

か。 

○副分科会長（松井 正志） 消防本部次長。 

○消防本部次長（井﨑 博之） 現在１名でございま

す。 

○副分科会長（松井 正志） 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） 今後の増やしていくっていう

んか、そういう計画っていうのはお持ちですか。 

○副分科会長（松井 正志） 消防本部次長。 

○消防本部次長（井﨑 博之） 国から出ております

のが、職員に対しまして５％というような数字がご

ざいますので、消防本部におきましてもその数字を

１つの目標として、女性職員についても順次計画的

に、これは当然採用試験がございますので、それに

合わせて増やしていく計画はしております。 

○副分科会長（松井 正志） 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） ５％っていうのは具体的に何

名になる。 

○副分科会長（松井 正志） 消防本部次長。 

○消防本部次長（井﨑 博之） ６名を計画しており

ます。 

○委員（村岡 峰男） ありがとうございます。以上。 

○分科会長（村岡 峰男） ほかにございませんか。 

 どうぞ。 

○委員（浅田  徹） 消防費です。費目は消防、こ

れは施設費になります。消火栓の関係でお尋ねした

いと思います。 

 それぞれ、まずは新設改良工事費ということで４

８３万８，０００円ですか、これと、さらに消火用

水については減額１４万４，０００円ということで

した。まず、消火栓の新設改良、新設というふうな

ことなんですけども、当然、ある程度設置するには

設置要綱等、言わば距離とかその面積に比してとい

うようなことがあるわけですけども、今、こういう

ことで計上されてるのはどういう場所といいます

か、古いものを取り替えるのか、新たに市域が広が

ったというのか、住宅地が広がったという、こうい

うことを勘案されて設置されたものかどうか。 

 それと、もう一つは、今水道料金の値上げを議論

しておりますけども、この消火用水です。消防水利

として上水道を使うと。こういうふうな環境の中で

の、どういいますか、支払いの仕組みといいますか

ね、何分出したからどうかとか、火災１件について
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このぐらいは使ってるとか、そういうものを勘案し

て上水道料金として補填されてる。その辺のちょっ

と詳しい内容、仕組みについて説明をいただければ

と思いますけども。 

○分科会長（村岡 峰男） 原田防災課長。 

○防災課長（原田 泰三） 今、２点お尋ねがござい

ました。１つは消火栓ですけども、一般的には今回、

市道の旧配水管の布設替えに伴って更新、新設改良

っていうんですか、そういった形で工事をするとい

うものでございます。 

 もう１つ、基準なんですけども、消防の水利の基

準というのを国のほうが示してまして、例えば市街

地であれば防火対象物から１００メートルとか、準

市街地だったら１２０メートルとかっていうよう

なことで、市街地及び準市街地以外の地域でこれに

準ずる地域となれば１４０メートルとかいうよう

なことで、こういうふうに円を描きまして、そこで

しっかり網羅されてるかどうかというのを確認を

して適地に設置しているというような現状がござ

いますので、そういった基準に基づいた設置となっ

てございます。 

 それから、水道につきましては、私も説明不足だ

ったのかもしれませんけども、一つは、昨年度の実

績に基づいて今回精算するというようなことなん

ですけども、基本的には水道事業所のほうからいわ

ゆる水の単価をお聞きしまして、その一方で、例え

ば訓練であったり、火災であったりというのは、い

わゆる１回の火災についてというよりは、放水時間、

何時間とか何分とかっていうようなことで、何か所

というようなことで決めさせていただいておりま

して、何立方メートルまではどうこうというような

決め方ではございません。火災でいいましたら、ど

こどこ分団が何分間ここの消防水利から放水した

ということの報告をいただいておりますので、それ

に基づいて積算しているというようなことになり

ます。訓練でも同じでございます。以上です。 

○分科会長（村岡 峰男） はい。 

○委員（浅田  徹） ありがとうございます。気に

なりますのは、今度、水道料金の値上げ、今上程さ

れております。その中で、施設の維持管理というふ

うなことの中で、当然この消火栓、個数が減っても、

非常に限界集落といいますか、しかし、この水利は

確保していくことは当然、本管が行かないと、細い

管ではこういうものが使用できない。そういうこと

について水道行政、関係があると思うんですけども、

将来にわたってこういう消火栓の代替施設にする

のか、いやいや、もう１個でも水道管は残していく、

そのものの、やっぱり水は供給、上水道、飲める水

をそこまで供給しなくてはいけないとか、そういう

のは議論といいますか、そういう共有するような場

をもって将来、水のことですので、その辺の考え方

といいますか、今どのように水道当局とは、調整と

いいますか、現在の状況でよろしいのでお知らせい

ただければと思います。 

○分科会長（村岡 峰男） 原田防災課長。 

○防災課長（原田 泰三） 適切な回答になってるか

どうか分からないんですけども、消火栓、それから

防火水槽とか消防水利、自然水利もございます。そ

んな中で、そういった水道料金云々ということに関

わりなく、必要な水を消火用水として供給していく

っていうのは当然のことでございますので、それは

そうとしまして、例えば防火水槽なんかもしっかり

適地を見つけて、地域のほうから情報提供いただい

て、そういったもので水を確保するというのが我々、

いわゆる火災消火、消防団のほうの担当といたしま

しては、そういった適地を消防本部さんやら地元の

方やらと協議をしながら適地に設置していくとい

うのが一つ、消防水利の確保というには大事なこと

なのかなと思ってます。 

 今の水道料金の管の関係で、水道事業所と具体的

に協議をしているというようなことは、特段まだし

てないというような状況でございます。以上です。 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ。 

○委員（浅田  徹） お願いです。そういうことが、

もう次には具体的に見えてくるかなと思ってます

ので、そういう心構えといいますか、そういうこと

も踏まえて認識をされながら進めていただきたい

なと。よろしくお願いします。 
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○分科会長（村岡 峰男） いいですか、答弁は。 

○委員（浅田  徹） もう要りません。 

○分科会長（村岡 峰男） ほかの方、どうぞ。 

○委員（前田 敦司） よろしいですか。 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ、前田さん。 

○委員（前田 敦司） ２７１ページの、これはちょ

っと説明ではなかったんですけど、農林水産業費、

違うな。 

○分科会長（村岡 峰男） ちょっと待ってください

よ。 

○委員（前田 敦司） ２７１ページです。 

○分科会長（村岡 峰男） ちょっと、農林水産はう

ちじゃないんで。 

○委員（前田 敦司） あっ、すみません、失礼しま

した。 

○分科会長（村岡 峰男） 説明された範疇で。 

○委員（前田 敦司） 失礼しました。 

○分科会長（村岡 峰男） ほかはないですか。 

 どうぞ。 

○委員（松井 正志） この補正予算には関係しない

んですけども、昨日、県の行革案が出たんですけど

も、あれの内容見ておると、地方創生交付金の削減

だとか、それから商工関係の設備費で負担割合を１

対１にするとか出てるので、さらに、２２年度から

ってなってたんですけども、というのは今の補正予

算に影響するんじゃないかなというふうに思って

るんですけども、そういうことは何かありそうです

かね。もし分かれば教えてください。 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ、財政課長。 

○財政課長（畑中 聖史） 県のほうから出てたのは

承知しておりますけども、詳細は実は詳しくは見て

おりません。今おっしゃったように、２０２２年度

からということで新年度予算編成に関わってくる

ものもあると思います。早速担当課のほうにどうい

う影響があるのかというようなところを照会など

して、漏れがないようにといいますか、こんな話聞

いてないでっていうことがないような対応をして

いきたいなと、現時点ではそこまでですけれども、

していきたいというふうに考えております。以上で

ございます。 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ。 

○委員（松井 正志） 事前にということはないんで

しょうけども、恐らく豊岡に限らず多くの市町に影

響があると思われるんで、何か市町長会とか、そう

いうので動きはあるんですか。 

○分科会長（村岡 峰男） 分かりますか。 

○委員（松井 正志） 分かれば。 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ、財政課長。 

○財政課長（畑中 聖史） 今、日程を度忘れしてる

んですけれども。 

○委員（松井 正志） 説明会。 

○財政課長（畑中 聖史） 説明会のほうはありまし

て、ウェブといいますか、テレビ会議のほうで参加

してお聞きする予定にはしております。 

○委員（松井 正志） 困ると言っといてください。 

○財政課長（畑中 聖史） 以上でございます。 

○分科会長（村岡 峰男） いいですか。 

 ほかの方。 

 どうぞ、田原さん。 

○委員（田原 宏二） １６１号議案の人件費の件で

ございますが、採用分ということで、これ合計する

と約８，９００万円あるんですが、これが減って、

採用されてないために正職の方の時間外が増えた

というような認識でよろしいでしょうか。 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ、人事課長。 

○人事課長（小川 琢郎） 会計年度任用職員の、先

ほども申しましたけど、不採用になってる部分、そ

れの未採用月数分を減らした分と、それから時間外

が増えてる分、そこを補正させていただいてるとい

うことでございます。 

○分科会長（村岡 峰男） いいですか。 

○委員（田原 宏二） 結構です。 

○分科会長（村岡 峰男） ほかはいいですか。あり

ませんか。 

○委員（松井 正志） 委員長は、よろしいですか。 

○分科会長（村岡 峰男） ああ、私、私は最初に言

いましたので。 

○委員（浅田  徹） 冒頭言われましたんで。 
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○分科会長（村岡 峰男） それでは、質疑を打ち切

ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（村岡 峰男） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決す

べきものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（村岡 峰男） ご異議なしと認めます。

よって、第１６１号議案は、原案のとおり可決すべ

きものと決定しました。 

 以上で、本日の審査は終了しました。 

 ここで、委員の皆さん、当局職員の皆さんから何

かありましたらご発言願います。 

 当局のほうはありませんか。 

 それでは、当局の皆さんは、宮田防災監、原田防

災課長、山根竹野振興局地域振興課参事、塚本政策

調整部長、成田総務部長を除いてご退席いただいて

結構です。お疲れさまでした。 

 ここで分科会を暫時休憩します。再開は１０時１

５分。 

午前１０時０８分 分科会休憩 

──────────────────── 

午前１０時１４分 委員会開会 

○委員長（村岡 峰男） それでは、委員会を再開し

ます。 

 これより議事順序を変更して、４番の報告事項、

竹野消防団の再編等についてに入ります。 

 それでは、説明をお願いします。 

 原田防災課長。 

○防災課長（原田 泰三） 文書共有システムの、私

のほうから、０１っていう竹野消防団の再編等につ

いてというのと、０２資料っていうのと、０３の消

防団の処遇の関係の、この３つを使って説明をさせ

ていただくことになります。 

 まず、０１のほうを見てやってください。１ペー

ジでございます。確認できましたでしょうか。 

○委員長（村岡 峰男） ０１、０２。 

○委員（松井 正志） ファイルナンバー、出てるや

つです。 

○防災課長（原田 泰三） すみません、ファイルナ

ンバーですね、０１の竹野消防団の再編等というも

のでございます。よろしいでしょうか。（「はい」

と呼ぶ者あり） 

 その１ページでございます。本件につきましては、

市町合併以降、人口が減少してるというのは明らか

なことなんですけども、その竹野地域の竹野消防団

の再編を行おうとすることを事前にちょっと議会

の皆様方にご説明したいと思いまして、準備をさせ

ていただいているものでございます。 

 （１）には消防団の定員についてということを触

れさせていただいております、現状ですね。本市で

は合併以降８年に及ぶ検討の結果、平成２４年に将

来にわたって多団制を選択する。これは昨日も宮田

防災監のほうの答弁があったんですけども、決定し

まして現在に至っているという状況でございます。 

 なお、団員の定数も、その合併時の合計人数の２，

２３０という人数のこの定員をずっと引き継いで

これまできてます。 

 一方で、合併時８万９，０００人ほど人口があっ

たんですけども、２０２０年の国勢調査では７万７，

０００人余りと約１万２，０００人減少してるとい

うようなことがありますし、竹野地域でも合併当時

５，４００人余りいた人口が今４，１００人余りと

いうことで、１，３００人人口が減っているという

ことも明らかでございます。 

 ここの表を見てもらったら分かりますように、消

防団員の実員数につきましては、この４月１日現在

で１，９７７人在籍してくださってます。充足率は

８８．７％ということでございます。見ていただい

たら分かりますように、特に竹野消防団の充足率っ

ていうのが７３．７％ということで、ほかの団に比

べてかなり低い状況にあるということでございま

す。 

 文書共有システムの０２というのに、資料という

もので過去５年の各消防団員の実員数の推移って

いうのもちょっとつけさせていただいております

ので簡単に触れさせていただきますと、ずっと豊岡
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団から各団の資料をつけてるんですけども、一番最

後に、全消防団で２０１７年からこの５年であって

も６５名減になってるというような状況になって

ございます。また、この表につきましては、参考に

ご覧いただけたらと思っております。 

 また、本編の０１に戻っていただきまして、２の

竹野消防団の現状と課題ということでございます。

中段に表をつけさせていただいておるんですけど

も、この６つの分団のうち、特に竹野南地区の第５

分団では、定員が５３人に対して実員は２１人、第

６分団では、定員３６人に対して実員数１５人とい

う状況になってございます。そこに書いてございま

すように、著しい人口減少、少子高齢化にあって団

単独での活動というのが非常に苦しいという状況

でございます。 

 ３の竹野消防団の再編の考え方を掲載させてい

ただいております。具体的には地域コミュニティ単

位に分団を再編したいというようなことを計画を

しております。竹野の中でも比較的人口の多い竹野

地区に３つの分団を配置しまして、これまで３つの

分団が配置されてたこの竹野南地区、人口が激減し

ている竹野南地区については１つの分団に集約す

るというようなことになりまして、次のページをご

覧ください。 

 竹野消防団の現行の組織編成表と再編後の組織

編成表をつけさせていただいておりますけども、再

編後の表のちょうど真ん中辺の所管区域というと

ころを見ていただきましたら、行政区の担当がこの

ように変わるというようなことで、右の第４分団に

つきましては中竹野地区で１つの分団に、第５分団

は竹野南地区で１つの分団にというようなことで

書いてございます。 

 少し小さな字でございますが、そこの横に現員数

と、それからこの２１３というのは、いろいろ集約

した結果、この２１３にしたいというようなことを

ちょっと後で触れさせていただきたいと考えてお

ります。 

 ３ページ目をご覧ください。今ちょっと触れまし

たけども、この検討結果を踏まえまして、２０２２

年３月市議会に豊岡市の消防団員の定員、任免、給

与及び服務に関する条例というのがあるんですけ

ども、そちらの所要の改正について提案をしたいと

いうふうに考えております。 

 なお、米印として、これまで、これ以外にもあり

ますけども、様々な協議を踏まえて現在に至ってる。

特に消防団内部での協議、それから区長会との協議

等も踏まえて現在に至っているというような状況

でございます。 

 １つ目の説明につきましては、以上でございます。 

 続きまして、２の消防団員の処遇等の検討に関す

る動向についてということで、０３の資料をご覧く

ださい。消防団員の処遇等に関する検討会の中間報

告概要というのが一番最初に来てる資料でござい

ます。よろしいでしょうか。（「はい」と呼ぶ者あ

り） 

 こちらにつきましては、ご承知のことだと思いま

すが、歯止めのかからない消防団員の減少というの

はもう全国的に同じでして、地域防災力の低下にも

関わる、それから地域の住民の皆さん方の保護にも

支障を来すというような状況の中で、国のほうでも

本腰を入れまして、やはり団員本人さんの士気高揚

だったりとか、消防団員の家族の皆さん方の理解を

得るためっていうようなことも非常に大きなこと

でして、それに対しての処遇の改善というのが不可

欠だということで、２０２０年に実は１２月に消防

団員の処遇等に関する検討会というのを消防庁が

中心となって設置しています。この中で、団員の適

切な処遇の在り方についてこの４月に中間報告の

概要がまとめられてまして、そちらを１枚目につけ

させていただいているという状況でございます。 

 ちょっと主立ったものですけども、どんなことが

検討されて、これがもう最終検討だというようなこ

とですけども、まず、②の出動手当の欄でございま

す。１ポツ目に手当を報酬とすることというような

ことが書いてございます。２ポツ目には、災害に関

する出動報酬は１日７時間４５分を基本として、７，

０００円から８，０００円程度を標準額とすること

というふうなことを言っております。 
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 なお、この額については８月に最終報告というの

が出たんですけども、８，０００円ということにな

っています。 

 同じく２の出動手当の４ポツ目でございますが、

支給方法については団員個人に直接支給すべきで

あること、これも昨日宮田防災監のほうから答弁さ

せていただきましたが、こういうことでございます。 

 それから、次に、③の年額報酬ですけども、２ポ

ツ目でございますが、金額については、団員階級に

あるものについては年額３万６，５００円を標準額

とすること、標準的な額とすることということが上

げられております。 

 ３ポツ目には、支給方法については団員個人に直

接支給すべきであることというようなことが触れ

られております。 

 続いて、④の消防団の運営に必要な経費というこ

とでございますけども、適切に区別して、適切な予

算措置をする。要は個人に入るべきもの、それから

分団の運営に必要なものということで、分けてしっ

かり予算措置しなさいよというようなことが書い

てございます。 

 ほかにもいろいろ書いてあるんですけども、また

参考に、裏面以降にも基準についての通知をつけさ

せていただいておるんですけども、本市はこういっ

た動きを受けまして、来年４月以降の出動報酬、そ

れから年額報酬等については団員個人に直接支給

させていただくということで、消防団のほうにもご

理解をいただいてるという状況でございます。 

 なお、この中間報告にもありますけども、報酬等

の基準では先に言いましたとおり、年額報酬や出動

報酬の標準額が示されています。この財源となる交

付税なんですけども、措置額が非常にちょっと少な

いといいましょうか、人口１０万人の場合でおおむ

ね団員５８０人分しか、しかと言ったらあれですけ

ど、５８０人分が措置されております。豊岡市です

と、先ほど言いました人口７万７，０００になりま

したけど、８万２，２５０人というのが今の公表さ

れてる人口ですけども、それにしますと４８０人ほ

どしか措置されていないという実態があります。本

市の消防団員というのは、現時点でもやはり実員数

で１，９７７人おりますので、もう火を見るよりも

明らかというか、いわゆる持ち出しが非常に多い状

況になっているということが分かりますので、ちょ

っとこの辺りにつきましては非常に検討が必要だ

というようなことになってます。 

 国のほうでも検討を踏まえて見直すということ

で言うとるんですけども、今言いましたような、現

時点では標準額の根拠となる交付税等の地方財政

措置の状況が分からないというような面がござい

ますので、来年度の交付税の措置状況を見極めた上

で適切な改善に向けた検討を行いたいというふう

に考えております。 

 ちょっと雑多な説明だったんですけど、防災課か

らの報告、説明は以上でございます。よろしくお願

いいたします。 

○委員長（村岡 峰男） 説明は終わりました。 

 何か質疑はありますか。 

 どうぞ。 

○委員（松井 正志） 竹野消防団の再編については、

もう地元の意向というよりも、地元の実態に応じて

一番機能的なやり方をしていただくしかないんで、

それを、一番いいやり方を竹野で採用していただい

て、それをほかの地域にも適応できるように、ぜひ

この機会にいろんな事例も含めて検討していただ

いた上で実行していただきたいなというふうに思

います。それは具体的に我々も案がないんで、ちょ

っとどういうふうに言ったらいいか分かりません

ので、それはお願いしておきます。 

 報酬の関係なんですけども、まず確認ですけども、

出動手当とそれから報酬は、現在、債権者は誰にな

ってますか。出動手当は分団だったっけ。 

○委員長（村岡 峰男） どうぞ、答弁願います。（発

言する者あり） 

○委員（松井 正志） 実際の債権者、債権者と、そ

れから実際には例えば分団にいったりとか、そうい

うことを。 

○委員長（村岡 峰男） どうぞ。 

○防災課長（原田 泰三） 出動手当につきましては、
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まず前段に団員の皆さん方に委任状を頂きまして

分団に入るというようなことになって、分団の……。 

○委員（松井 正志） 債権者は個人だわな。 

○防災課長（原田 泰三） そうです、はい。 

○委員（松井 正志） 債権者は。ああ、なるほど、

なるほど。 

 報酬は。 

○防災課長（原田 泰三） 報酬も同じでございます。 

○委員（松井 正志） 個人だけども、分団によって

は団に入るところもあるん。 

○防災課長（原田 泰三） 分団に入ってるというよ

うな状況です。 

○委員（松井 正志） なるほど、なるほどね。 

○委員長（村岡 峰男） 今現在はですね。 

 はい。 

○委員（松井 正志） それから、もう一つ、交付税

との関係で、消防団員が交付税の基準の中の人数が

少ないっていうのは、国のほうはあくまでも人口で

やってるんで、一方、豊岡市の場合は、人口規模よ

りも面積的に広いということと、さらには多団制を

採用しているから人数が多いことになってるんで

すけども、例えば同じような人口規模のところだっ

たら、実際にどのくらいの人数で運営されとるかど

うかって分かりますかね、類似団体とかそういうと

ころは。 

○委員長（村岡 峰男） どうぞ。 

○防災課長（原田 泰三） ほかの団体につきまして

はちょっと調べ切れてないといったようなところ

が実態でございます。また、ちょっと改めて資料提

供などをさせていただけたらと考えております。 

○委員長（村岡 峰男） どうぞ。 

○委員（松井 正志） というのは、一番最初に申し

上げた、竹野を考えるときに豊岡市の独自性がって、

団員数が多いのかどうかというあたりも含めて考

えていただかないと、仮に今、改正をしてやっても、

１０年後２０年後も考えるとまた同じ問題が出て

くると思いますんで、いわゆる団活動の内容の点検

も含めて、今と同じようにするんではなくて、省力

化できること、あるいはどっか委ねること、そうい

うことも含めてやっていかないと駄目だなという

ふうな気がします。 

○委員長（村岡 峰男） 意見でいいですか。 

○委員（松井 正志） いいです。 

○委員長（村岡 峰男） いいですか、答弁は。 

 じゃ、ほかの方。 

 どうぞ。 

○委員（小森 弘詞） 竹野の消防団の再編について

地元との協議重ねられてるようですけども、地元の

受け止め、意見としたらどのようなものが出てまし

たでしょうか。 

○委員長（村岡 峰男） 山根参事。 

○竹野振興局地域振興課参事（山根 哲也） 地元の

区長さんとか区長会のほうにもご説明をさせてい

ただいているのですけども、やっぱり現状実態をよ

くご存じで、もう仕方がないことだというふうに受

け止めていただいています。ただ、最低限の消防力

については維持というか、そこは確保した上ではお

願いしたいということを聞いておりますので、そこ

は確保したラインで、実態に沿ったところで維持で

きるように進めております。その辺はご理解のほう

はいただいておるというようなところです。 

○委員長（村岡 峰男） いいですか、小森さん。 

 どうぞ。 

○委員（前田 敦司） 今回の竹野の件の確認なんで

すけど、これは竹野の地域側からの要望がまず出て

きて、それに対しての対応っていうことでお間違え

なかったでしょうか。 

○委員長（村岡 峰男） どうぞ。 

○竹野振興局地域振興課参事（山根 哲也） はい、

そのとおりでございまして、２０２０年の１月に、

先ほどからも話がありましたように非常に活動が

困難になっております第６分団からそのような相

談があったのを発端に、今日まで協議を重ねて、こ

のような形で再編ということで進めているような

状況でございます。 

○委員長（村岡 峰男） どうぞ。 

○委員（前田 敦司） ありがとうございます。 

 ということは、僕も実は日高のとある分団の方か
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ら、もう人数少なくて実は困っとんやと。実際、こ

れからどうなるかちょっと分かんないんですけど、

名簿としては人数はあるけど、実動してるメンバー

はすごい限られちゃってて何とかせなあかん、何と

かできらへんのかなっていう相談は、実は受けてた

んです。まさかこういういいタイミングでお話が出

てくるのはびっくりしたんですけど、例えば今回竹

野から要望が出てきました。じゃあ、次は日高の何

分団からも話が出てきたとなったら、それもまた検

討していただけるということでお間違えないんで

しょうか。 

○委員長（村岡 峰男） どうぞ。 

○防災課長（原田 泰三） 実は今委員おっしゃられ

ましたように、実員はこうですけども、さらに、例

えばもう高齢、竹野の場合は特にそうなんですけど、

もう７０代、７５歳の方が団員とかですね。そんな

方がおられますし、実際ちょっと土日しか帰ってこ

られずに退団、退団じゃないですけど、本当に限ら

れた事業しか参加できないとかですね。できないの

はまだいいですけど、されない方も実はおられたり

とかするというようなことがありますので、今ご指

摘のような形で、ほかの団のほうにも同様にそうい

ったのを調査させていただいております。 

 一番きっかけとなったのは、やはり団員報酬、そ

れから出動報酬を個人に支給するということにな

りますので、そうなってくると来ない、出動報酬は

出動した方ですけども、報酬というのがいわゆる来

ておられない方にも払われてしまうと、どうしても

頑張ってる団員さんとそうではないと見られてい

る団員さんとのやはり不公平感というのが当然出

てきますので、そこを精査したいということで、今

回の動きがちょうど国の動きと併せて今並行して

いるというような状況でございます。もちろん他の

団にも、そういったような形で今後こういった取組

っていうのが必要になってくるのかなというふう

に考えております。以上です。 

○委員（前田 敦司） ありがとうございます。そし

たら、他の分団からも要望があったら対応していた

だけるということでお間違いないと。 

 あと、すみません、流れでよろしいですか。 

○委員長（村岡 峰男） どうぞ。 

○委員（前田 敦司） 先ほどの話でもあったんです

けど、出てきたか出てきてないか、この報酬自体が、

名簿はありますね。４０名の名簿があって、それが

実際に活動していたらその人に入るっていう判断

はどなたがされるんですかね、タイムカードとか、

何かそんな来た証明とか。 

○委員長（村岡 峰男） 答弁。 

○防災課長（原田 泰三） 火災にしても訓練しても

そうなんですが、火災なんかは特に現場でやはり安

全確認ということで、当然点呼といいましょうか、

出動している団員の確認をされて、誰が来ているか、

最後解散するまで漏れてないかということを現場

の分団長なりそういったクラスの方々がされて、本

団のほうに報告されて解散なら解散というような

ことになりますので、そういった流れで人員の把握

をして、その上で、さっきの話の消防活動の報告書

のような形で各振興局、それから本庁の防災課のほ

うにその実績報告という形で上げていただいて、そ

れで把握しているというような状況になります。以

上でございます。 

○委員（前田 敦司） 分かりました。ありがとうご

ざいます。 

○委員長（村岡 峰男） いいですか。 

○委員（前田 敦司） はい。 

○委員長（村岡 峰男） ほかの方。 

 どうぞ。 

○委員（田原 宏二） 今の話のつながりなんですけ

ど、消防団、月１回とか大体訓練して実際に火事に

向かうという、火事場に向かうということですが、

火事場に行った方、練習出てこなくても火事場に行

く人だけに報酬が入ってしまうのかなというふう

に今普通に聞こえたんですよ。練習は全然点呼とか

報告は求められてないんですか。 

○委員長（村岡 峰男） どうぞ。 

○防災課長（原田 泰三） 今回の取組というのは、

そういった国の動きに合わせて、要は、言葉は悪い

ですけど幽霊団員さんのような方っていうのを、も
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うすみませんけどやめていただくというようなこ

とにつなげます。 

 それは今言いましたような形の話なんですけど

も、訓練は訓練で当然誰が参加してこういったこと

をやったというようなことの報告も受けてますし、

そのときにまた当然点呼をされると。火災のときも

そういった形でやるというようなことになります

ので、先ほど前段で言いました、そういうふだん来

てない人が火災のときに来るというようなことは

今後なくなっていくというようなことになります。

以上です。 

○委員長（村岡 峰男） どうぞ。 

○委員（田原 宏二） その件は分かりました。 

 先ほど言われたように幽霊団員というのが非常

に多いと。日高はパーセンテージ高いんですけど、

さっき前田委員言われたように、名前は上げとるけ

ど出てこないっていう方がほとんどでございます

んで、非常に厳しい状態です。実際、火事になった

ときにどうするんだということの話があるわけで

すけども、消防団といってももう今サラリーマンの

消防団が多いので、実際に火事があっても日中であ

れば消防団がほとんど出てこれない。なら、では自

主防災といかに連携するかということが常に話し

合われとるんですけども、そことの連携とか、何か

お考えありますでしょうか。 

○委員長（村岡 峰男） どうぞ。 

○防災課長（原田 泰三） ご指摘のとおり、竹野な

んか特にそういうことにはなろうかと思います。消

防団員さんが減りますので、やっぱり自主防災組織

の方に頑張っていただいて初期消火なりをしてい

ただかんなんし、そもそも火災を出さないというま

ちにならないといけませんので、そういった啓発な

んかも特にしていかないといけません。 

 実は、田原委員もよくご存じだと思いますけど、

消防団さんというのは地域の自主防災組織の訓練

なんかの指導なんかで本当に休みなく出動いただ

いているというような実態でございますので、そう

いった連携の場もございますし、自主防災組織の資

機材の補助金なんかも区なんかで活用されて、そう

いったのも必ずといっていいほど消防団員さんが

指導してくださってます。そういった形で平素のつ

ながり、それから我々がいろんな出前講座であった

りでもやはりこういった状況ですので、消防団の活

動に本当に支障を来すようなことになりますもん

ですから、事前の自主防災組織での取組だったり、

各家庭での取組だったりっていう啓発をしっかり

やっていきたいなというのが今の現状でございま

す。以上です。 

○委員長（村岡 峰男） いいですか。 

 ほかはないですか。 

 どうぞ。 

○委員（小森 弘詞） 資料を拝見すると、３個分団

が配置されていた竹野南地区が１個に集約をされ

て、消防力の低下を避けるために消防機材の配置の

見直しが上げられてますけども、竹野南地区、特に

床瀬ぐらいまで行ってしまうと大変に消防署から

の距離もある状態になるんですけども、この装備の

配置以外に、消防力の低下以外、何か地域の方から

の要望も含めて対応っていうのはあられますでし

ょうか。例えば小型ポンプを地区においてほしいと

か。 

○委員長（村岡 峰男） どうぞ。 

○竹野振興局地域振興課参事（山根 哲也） 特には、

消防の関係で消防車両の配置がなくなる、今回では

第５分団、桑野本であったり、第６分団、中村区の

区長さんからは不安がないことはないというのは

確かにお聞きしています。じゃあ、それを置いたか

らといって、扱う消防団員がやっぱりいないという

ところで、ここは仕方がないということでご理解は

いただいています。そのような不安はお聞きしてま

すけども、じゃあ、どうするっていうことになって

くると、やっぱりその対案とかなくて、そこは致し

方ないというふうにご理解いただいております。 

○委員（小森 弘詞） 分かりました。 

○委員長（村岡 峰男） いいですか。 

○委員（小森 弘詞） はい。 

○委員長（村岡 峰男） ほかないですか。 

 どうぞ。 
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○委員（田原 宏二） 若い方の入団が非常にどこも

苦慮されていらっしゃると思うんですけど、我々の

年代だと社会人になって地元に残ってたら絶対入

らんなんというような認識だったんですけども、そ

ういう今認識がない感覚です。そういう若い方への

入団の働きかけというのは、それぞれの団がされて

いらっしゃると思うんですけど、本部、本部という

か、して何か施策というか、ありますでしょうか。 

○委員長（村岡 峰男） どうぞ。 

○防災課長（原田 泰三） なかなか人口が減ってる

という大きなことがございます。なかなか特効薬と

いうのもないです。一つ市のほうで考えてるという

かやってるというのは、例えば出前講座なんかで地

域にお邪魔したときに、消防団員さんの現職の方に

来ていただいて、説明をさせていただいて加入促進

を図っていただいたりとか、あと、今、田原委員お

っしゃられました、分団長さんのほうが地域に出向

いてチラシを配っていただいて説明したりとか、あ

と、区にチラシをお渡しして入団の呼びかけをして

いただいたりとかっていうのがございます。 

 あとは、もう一つは、負担軽減ということではつ

ながれないかもしれませんけど、なるべく時短とい

いましょうか、いろんな活動について少しでも負担

を減らしてあげるというような工夫ができないか

ということで、いろいろな見直しといいましょうか、

改善ということの工夫を模索してるというような

ことでございます。 

 たまたまコロナの関係で、やはりそういった大人

数で長い時間というようなことが避けねばならな

いというような動きがある中で、例えば年末警戒と

か出初め式に至っても、今まではたくさんの方に集

まっていただいて巡回してもらってっていうよう

なことをやってたんですけども、例えば年末警戒で

は、もう団員の詰所に集まっていただく方は人数限

ってローテーションで回っていただくということ

で、年末せめてご家庭におられる時間もある程度団

員さんに増やしてあげるというような、工夫といい

ましょうか、そういった時短のやり方ですとか、あ

と出初め式にしましても長々と表彰式をやるんで

なくて、代表受領とか、あと寄せて時間短縮したり、

人数も、今まではもう全団員ということだったんで

すけども、豊岡団では、例を挙げると各団１０名程

度以内というようなことにさせてもらったりとか

ですね。 

 あと、屋外の行事なんかも今まで３つやってたの

を２つにするとかっていうことで、かなり時短をし

て少しでもちょっと労力的な負担を、いわゆる火災

とかそういったのの出動以外の労力的負担を少し

でも減らしてあげるというような、ちょっとそうい

ったことはやってるというような実態でございま

す。 

 あと、ホームページなんかで団員募集というのは、

常に何かのアピールの事業がありましたら必ずそ

の後には消防団募集してますので聞いてやってく

ださいみたいな呼びかけはさせていただいている

と、その程度でございます。以上です。 

○委員長（村岡 峰男） いいですか。 

○委員（田原 宏二） はい。 

○委員長（村岡 峰男） ほかありませんか。 

 どうぞ。 

○委員（前田 敦司） 今のお話の流れでなんですけ

ど、豊岡市として消防団員になろうみたいな、何か

そういう啓発運動はされておられるんですか。 

○委員長（村岡 峰男） どうぞ。 

○防災課長（原田 泰三） 市のほうとして、例えば

防災監の名前を使って庁内に、例えばそういった火

災のときには出動しないといけないよとか、そうい

った募集といいましょうか、そういった呼びかけの

ようなことは市役所の中でも、そんなずっとはやっ

てないんですけどもやってると。市として市民の皆

さん方にとなると、今言ったような手段でやってる

のであって、例えば大々的に何かイベントを打って

活動を、消防団の加入促進、何かキャラバンみたい

なことやってるかというと、そこまでのことはやっ

てないというのが実態でございます。以上です。 

○委員長（村岡 峰男） はい。 

○委員（前田 敦司） ありがとうございます。 

 というのも、僕自身が中学校卒業してからこの豊
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岡を離れて、大人になってから、社会人になってか

らＵターンで戻ってきまして、ほんでたまたま知り

合った方たちから消防団というのがあるよってい

うのは伺ってどうこうはしたんですけど、実際今も

加入はしていなくて、定員として足りてる部分もあ

って、ああ、じゃあということで加入はさせてもら

ってないんです。なんですけど、たまたま縁がなく

て、消防団っていう存在を知らずに、誰かが困って

何かひいひい言いながらやってる地域があるんだ

けど、でもＵターンで帰ってきたけど、そこは、え

っ、そんなんあったんですかみたいな、あったらや

りたかったのにとか。特にやっぱり個人的には、消

防っていうことで、有事に駆けつけるっていうのは、

変な話、一部の格好いい仕事みたいなところの目線

もあると思うんです。そこをしっかり刺激して、そ

れで費用弁償的に日当も出ますよというのもあっ

たりしたら、もしかしたらやりたい方もおられるの

かなと思ったりはします。 

 ちょっと続いて質問で、これって地域単位で分団

ってあるじゃないですか、住民票単位というか。そ

れをまたいで、例えば日高の辺りなんか若い方が結

構おられたりするイメージがあって、その人たちが

仕事に行く辺りのところで消防団に所属するとい

うことが物理的に可能なのかどうかとかっていう

のはいかがでしょうか。 

○委員長（村岡 峰男） どうぞ。 

○防災課長（原田 泰三） それは、今おっしゃられ

たようなやり方っていうのはできます。 

 あと、ちょっと前段のお話ですけども、消防団の

皆さん方、なかなか例えば専門職大学に加入の促進

に行くっていうような話もあるのかもしれません

けども、一方で、そういったことはまだしてないと

いうような実態でございます。 

 あと、逆に小学生とか中学生の防災授業なんかに

消防団の方なんかが協力してくださって、訓練なん

かに出てくださってます。そういった方たち、ちょ

っと小さい子にはそういったヒーローみたいな感

じで見てもらえてるのかなみたいな取組も各学校

単位ではやってらっしゃるところもありますので、

今のとこまだそんなような状況でございます。以上

です。 

○委員（前田 敦司） 分かりました。ありがとうご

ざいます。 

○委員長（村岡 峰男） どうぞ。 

○委員（前田 敦司） 最終確認なんですけど、消防

団員になる、どこか規定みたいなものってあるんで

すか。何歳以上でどういう資格が要ってとかってい

うのがもしあれば教えてください。 

○委員長（村岡 峰男） どうぞ。 

○防災課長（原田 泰三） 消防団の先ほどの条例に、

１８歳以上っていうので、特にほかに男女云々かん

ぬん関係なく入れますっていうことで、年齢の制限

があるだけでございます。以上です。 

○委員（前田 敦司） 分かりました。ありがとうご

ざいます。 

○委員長（村岡 峰男） ほかないですか。 

○委員（浅田  徹） 最後に。 

○委員長（村岡 峰男） どうぞ。 

○委員（浅田  徹） 今回、竹野の組織の再編とい

いますか、その中でやはり消防力といったら低下を

するのかなと。大きな谷ですので、床瀬、それから

三原という２つに分かれてましてね。確かに住まれ

てる人口も少ないと、広範囲だと。ただ、そこで例

えば消防車、公設、時間がかかりますわね、いざ火

災となりましたら。そういうことになったらやっぱ

り本当にそこにおられる初期消火、できる範囲の消

火力といいますか、その辺も併せて考えていただか

ないと、消防団だけもう団員が少ないから集めます

よと、それもそのとおりなんですね。それと、集め

ても、例えばもうそういう団員さんが日中は働き手

ということで地域に全くおられないと。だから、有

事の際はまさにその出動できないというのも、そう

いう現状もあると思うんですね。 

 その辺を考えますと、当然もう再編は仕方ないな

と、これは考えますけども、そういうふだんの中で

初期消火、さっき言われたように、もう予防、火を

出さない、そういう取組を併せてやっていかないと、

その辺を公設とも併せて、予防という面も併せて検
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討いただきたいということを思います。 

 それと、もう一つは、今回報酬等の見直し、これ

も大事なことだと思っています。ただ、今まで名前

だけでええからみたいなことでの何か、そういった

いろんな訓練されても全然出てくれへん、不平不満、

団員の中でもそれはたくさん聞いております。まし

てや、悪いですけども、実家があっても、今日は団

員さんは、ほかの地域におられても団員さんになっ

ておられる事例も聞いております。実際、もうそう

いうわけですけど、そういう中で報酬を、当然これ

は個人に支払われるべきだと思ってますけども、そ

ういう団員さんの資質といいますんか、もらっても

一遍も顔出さへんわ、またそれは何かのハードルを

つくってですね。いや、それはやめてもらわんと

云々とか。 

 それと、非常に、これは消防団そのものの今まで

の資質というふうなことがあると思います。本団の

事業、それから分団の事業、そういうものをするの

に、やはり今みたいに、悪いですけども、本来個人

に入る報酬をもう分団のほうに言わば委任を取っ

て集めて、本当に頑張っておられる団員さんに、そ

ういう活動に補填していくというようなことが、今

そういうふうなことをされとるんかなと思うんで

すけども、そういう、本来消防団員としての市が求

めている活動と、今まで培われてきた地域ごとの伝

統あるやり方といいますか、そのためのやっぱり費

用が要る。その辺のことも含めて、やっぱりもう少

し全般的な消防団としての事業、その辺もある程度

行政が入っていただかないとね。なかなか個々ばら

つきがありますので、その辺のしっかりとしたご指

導を、これはお願いですけども、回答はよろしいん

で、答弁よろしいんで、よろしくお願いしておきま

す。以上です。 

○委員長（村岡 峰男） いいですか。 

 ほかありませんか。 

 どうぞ。 

○委員（太田 智博） 今日全くしゃべってないんで

ちょっと１つだけ確認をさせていただきたいと思

うんですけど、先ほどの防災課長のほうから定数の

関係、ちょこっと提案の中で触れられたかなと思う

んですけど、今回、４、５、６の分団が５分団に変

わりますと。そこである程度人数も確保できるんで

すけど、当然地域が広がりますよと。その辺は質問、

今までの委員さんの中であったかと思うんですけ

ど、負担というんですかね、分団長いうのは１人で

ないと駄目かなと思うんですけど、エリアが広がっ

て、今まででしたら４、５、６に副分団長が１人ず

つおられましたよと。今度、新しくなると、分団長

は１人じゃないと駄目かなと思うんですけど、例え

ば副分団長が１になってるんですね。エリアは広が

りますよと。分団長は１人でないと、２人おるとど

っちがするんやいう話になるんで１人でいいんで

すけど、副分団長いうのは、例えば２がいいのか３

がええのか分かりませんけど、ある程度地域割をし

ながら指示をしていくというのも必要かなと思う

んですけど、１、１で今度部長が２ですか、班長が

２ですね。どこがどう増やしていくのが一番効率的

に負担もなくていいのかなって思うんですけど、そ

の辺のこの考え方ですね。今回この４、５、６が１

つになってこの分団長１、副分団長１、部長２、班

長２で、こうなった経緯みたいなんをちょっと教え

ていただけたら。役職の方に負担がくるんじゃない

かなっていうところがちょっと見えるんですけど。 

○委員長（村岡 峰男） どうですか。 

 どうぞ。 

○竹野振興局地域振興課参事（山根 哲也） その辺

りについては、具体的な活動とか、実はこの間の１

２月の１４日に、新第５分団に対しての団員になる

方に説明会を開いて具体的な案をお示しをしたの

ですが、実際そのような、心配とかそういうことは

出てなくてですね。出てきた意見というのは、やっ

ぱりそれぞれ分団内のやり方が違うので、そこを統

一したやり方、慣れてないやり方で今度みんなと一

緒にやらないといけないという、そこら辺の不安が

大きいようなことがありまして、その団の編成の中

での分団長であり班長であり、そこら辺のことでの、

人数割とかその辺については特にそのような声は

なかったもので、私どもとしてもこの案でいけると



 18

いうふうに考えてはいるのですけど。 

○委員長（村岡 峰男） どうぞ。 

○委員（太田 智博） いや、それでしたら結構なん

ですけど、やっぱり火事が起きました。その地域に

よってどっかで火事が起きます。その指揮命令系統

が当然あると思うんですね。それが、このエリアが

広がる関係もある。だから、当然団員も各地域に散

らばってるいう中で、ちょっとそういうことを疑問

に思ったので質問させていただいたんですけど、特

に現場のほうからそういうお声がかかってないん

であれば、ある程度そういうことも認識されながら

のこの定員であれば別に私は問題ないと思います

ので、そういう意見をさせていただいたまでです。

お願いします。 

○委員長（村岡 峰男） どうぞ。 

○竹野振興局地域振興課参事（山根 哲也） 補足と

いうことではないのですが、第５分団の中でも一応

部っていうのが１部、２部、１部が河内以南という

ことで三原谷のほうで１部、あと、床瀬谷で２部、

あとは坊岡とか、真ん中のちょうど中心のところが

３部になっていて、それぞれに責任者として、部長・

班長があって、分団長からそこに指揮命令が行くよ

うなことにはなっていますので、分団の中の部制と

いうようなところでカバーができるかなというふ

うには感じております。 

○委員（太田 智博） なるほど。分かりました。あ

りがとうございます。 

○委員長（村岡 峰男） いいですか。 

○委員（太田 智博） はい。 

○委員長（村岡 峰男） ほかないですか。 

 それでは、質疑を打ち切ります。 

 それでは、宮田防災監、原田防災課長、山根竹野

振興局地域振興課参事は、ここで退席いただいて結

構です。ご苦労さまでした。 

 それでは、続いて、報告事項の２番、「旧奈佐小

学校利活用事業」公募型プロポーザル方式による選

定結果についてに入ります。 

 それでは、説明を願います。どちらから。 

 久保川財政課参事。 

○財政課参事（久保川伸幸） 今お手元のほうに資料

はご覧いただけてますでしょうか。もうそういうこ

とで進めます。 

 今おっしゃっていただいた内容なんですが、実は

一般質問もございましたので、ここでお話しする内

容はほぼほぼ一般質問のときにご答弁をさせてい

ただいた内容になりますので、概略ということでご

理解いただけたらと思います。 

 奈佐小学校につきましては、この３月末で廃校に

なったということもありまして、その後どう活用す

るかということについて民間での活用方策しかな

いないう段階になっておりましたので、そこでサウ

ンディング型市場調査ということで、どんな使い方

が可能性としてあるかというのをまず聞きました。 

 それを踏まえて、サウンディングでは５事業者か

らいろいろご意見をいただきました。それで、貸す

ということであれば可能性はありそうだなという

ことがありましたので、７月にサウンディングをし、

９月に公募型プロポーザルということで要領を示

して募集をしていた。実際に応募が１社、ここにあ

りますように１社ありました。１１月の末に審査を

したんですけれども、結果として採用するには至ら

なかったということです。 

 ここは審査基準ということで、審査基準の中には

その事業の実現可能性だとか継続性、そういったこ

とがどうか、それから地域への貢献がどうか、それ

から周辺環境への配慮ができているか、まちづくり

との関係、さらに価格といったような５つぐらいの

大きな項目を設けて審査をさせていただきました。

価格は当然そこの価格が最低限ですよって書いて

ますので、それ以上であれば満点取っておられるん

ですが、全体として１００点満点なんですが、それ

の６０点以上取ってないと駄目という審査基準に

なっておりますが、価格は１５点ぴったり取ってお

られましたが、ほかが至らずで結果６０点に満たな

いという結論でありました。結果としてその事業の

継続性や可能性、それから地域への貢献、その辺を

考えると、これをあえて採用するレベルではないな

という判断で採用に至らなかったというのがこの
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答えであります。 

 それを受けてですが、点線から下のところです。

じゃあ、今度どうするんだということになりますの

で、これも少し一般質問でもお答えをさせていただ

いてますが、基本的な公募型プロポーザルの内容は

ほぼほぼ変えず、ただもう随時契約ということで、

手が挙がればその段階で審査をするというやり方

にします。そうすると、価格を競う必要はもう既に

ありません、最低基準を示していますので。あとの

地域貢献ですとか事業の実現性、そういったところ

を見させていただく中で、これはという内容であれ

ばそれを採用させていただく。そんな方向で進めて

いきたいということです。 

 ちなみに、一番下のところで書いてます。当面の

活用策ということで、今、この３月に廃校になりま

した。４月から奈佐地域の区長会と使用貸借契約を

させていただいて、グラウンドと体育館については、

今３年間ということの中で引き続きスポーツです

とか地域のコミュニティの事業活動といったこと

でご利用いただけるような契約をいたしておりま

す。ただ、これもさっき言いましたプロポーザルを

しておりまして、本当にいい使い道があればその３

年以内でもその契約を切らせていただくことはあ

りますよということで、そこも含めて地域のご理解

をいただきながら今進めているという状況です。 

 この随時のプロポーザルについては、できました

ら、１月になりましたら早々にもう一度要領を示し

ながら公募をかけていきたいというふうな考え方

をいたしております。 

 答弁のほうが先になってしまいまして、この委員

会での説明がちょっと後になりましたので、大変申

し訳なかったんですが、そういうことでご理解いた

だけたらと思います。 

 説明は以上です。 

○委員長（村岡 峰男） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

 どうぞ。 

○委員（松井 正志） 一般的な話なんですけども、

サウンディング型っていうのが最近採用されてき

て何か所かやり始めてるんですけども、サウンディ

ング型で応募された事業者と、その後、その方が中

心に考えた計画というのかプランに基づいて公募

するんだけども、そのとき、公募するような義務と

いうんか、そういうのはサウンディング型に参加さ

れた事業者にはないん。それとも、なくてもいいっ

ていうか、どっちが一般的なんだろう。 

○委員長（村岡 峰男） どうぞ。 

○財政課参事（久保川伸幸） 今回もサウンディング

型市場調査ということでは、さっきも言いました５

者、５つの事業所といいますか、がご提案をいただ

きました。が、現実の応募は１者だというふうに言

いました。しかも、その１者はサウンディング型市

場調査でご意見をいただいた５者ではありません。

全く別の者でした。ですので、サウンディング型の

市場調査に声を上げていただいた方、希望としては、

それはもちろんプロポーザルにまでたどり着いて

いただくというのが希望ではありますけれども、あ

くまでこれはサウンディング型市場調査というこ

とでありますので、それが必ず応募しないといけな

いというところまでのくくりというか制約はして

おりません。 

 ただ、私たち行政マンではなかなか気がつかない

ような利用の仕方とかそういった方策については、

このサウンディング型市場調査というのは大いに

意味があるなと。あっ、こういう使い方なら可能性

があるのかというところもありまして、そこは使え

るなと思ってはいます。 

 ただ、いよいよ、じゃあ、プロポーザルでってな

ったときには、それぞれの制約や予算面やっていう

のがやっぱりついてはまいりますので、結果として

今回サウンディングでご意見をいただいた５者に

ついては手が挙がらなかったということでありま

すので、必ず制約ということはございません。 

○委員長（村岡 峰男） どうぞ。 

○委員（松井 正志） そのとおりなんだけども、一

発勝負で公募しちゃうと、なかなか当初見込みと実

際にやろうと思ったら齟齬ができるんで、それを解

消する方法の一つとして、サウンディング型であら
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かじめずっと行政と調整しながらやっていって、自

分たちの意見も出しながらプロポーザルのプラン

を練っていくというやり方だから、そこで入ってき

た人がな。自分の意見を入れて、要するにサウンデ

ィング型で応募した段階で、やる気がある人だった

ら僕は公募ができるはずなんだけどな。何か今の話

聞いてると、それはもちろんいろんなアイデアは持

っておられるんで参考にはなるけども、サウンディ

ング型でやった意味がないような気がしてしゃあ

ないんですけども、そんなことはありませんか。 

○委員長（村岡 峰男） どうぞ。 

○財政課参事（久保川伸幸） そのサウンディング型

に何を求めるかということになるんだろうと思う

んですが、おっしゃったような考え方もあるのはあ

ると思います。ただ、例えばある者がいかにも詳し

い細かいお話をされて、こういう使い道１本みたい

な形で提案をされる。でも、実は複数者、サウンデ

ィング型というのはご意見をいただけます。そうし

たときに、じゃ、どの意見を聞きながら、こっちと

こっちと全く真反対ぐらいの提案があった場合に、

そこなかなか現実としては難しいなと。このサウン

ディング型の中でどこを切り取らせてもらってう

ちがプロポーザルに乗っけていくかということで

いいますと、今回サウンディングでは使い道も含め

て細かい具体的な提案がありました。ですが、今回

プロポーザルで、その中で要件としての貸付けなら

使えるということだけです。複数者が貸付けであれ

ば手を挙げるわっていうようなご意見がありまし

たので、それは可能性があるな。ですけども、例え

ばですが、学校をつくりたいっていうところや、交

通事業者の車を置くようなところがしてみたいだ

とか、そんな提案があった場合に、じゃ、どの者の

提案で具体的に掘り下げていくかっていうのはや

っぱりそれぞれ難しい部分がありますので、あとは、

プロポーザルで手を挙げていただいてその内容を

審査していくというやり方のほうが、持っていき方

としてはこちらとしてはやりやすいなというとこ

ろがあります。 

○委員長（村岡 峰男） どうですか。 

○委員（松井 正志） 見解の相違というか、それは

いろんな見方があるのはいいんだけどな。せっかく

やるんだったら最初からかかってもらって、その人

の意向を踏まえて行政側も多少折れて、その上でま

たプロポーザルに持っていって契約してもらうっ

ていうかな。そういうことになるための手段だと思

ってるんで。 

○委員長（村岡 峰男） ほかの方、どうですか。 

 どうぞ、前田さん。 

○委員（前田 敦司） まさに、今の話と同じような

話になっちゃうかもしれないですけど、市としては、

なぜサウンディングでは５者あったのが、実際にプ

ロポーザルには来てくれなかったのかっていうの

は検証されたことありますか。 

○委員長（村岡 峰男） 久保川さん。 

○財政課参事（久保川伸幸） ５者あった内容につい

ても一応ホームページでは上げておりますんでま

たご覧いただくといいんですが、さっき口で少し紹

介したような提案がありました。ある事業者になぜ

ということはそろっと聞きますと、面積がやっぱり

実際にやろうとするとちょっと狭いだとかね。いろ

いろ、それぞれの会社なりにこういうことをやりた

い、そのためにどうだって、来て提案はしたんだけ

れども、いよいよやるってなったら当然財政的な面

や、それから利用する具体的な計画を立てていく必

要があります。そうした中で、あっ、これはちょっ

とやっぱりっていうところがそれぞれにあります。 

 もう一つ、学校のほうに関しては、実際にその学

校運営っていいますか、をされたことのないような

事業者でもありましたので、これはこれでいかがか

なというところもあったり、それぞれ提案の中では、

市が指定管理をしてこんなことをするんだったら

協力できるでというような提案といいますか、でも

あったりということですので、正直いうと民間とし

て、よし、こういう使い方をやってみようという提

案は５者全部ではなかったということですので、な

かなかそこでいうと絞られてくるというのが現実

かなとは思います。 

○委員長（村岡 峰男） どうぞ。 
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○委員（前田 敦司） 分かりました。また、ちょっ

と見てみます。ありがとうございます。 

○委員長（村岡 峰男） ほかにありませんか。 

 どうぞ。 

○委員（太田 智博） サウンディングね。僕らも会

社でやるんですけど、当局の思いも聞きながらいろ

んな話をすると思うんですね。 

 これちょっと確認なんですけど、奈佐小校内に１

個ちょっと民間の土地があるようなことを聞いた

ことがあって、そういう内容いうのはサウンディン

グの中でも当然当局としては開示しながらされて、

そういうのも結果としてプロポーザルにつながら

なかったのかなっていうところもちょっと思った

りはしてるんですけど、それ、もしお答えできる範

囲でいいと思うんですけど、教えていただけたらと

思うんですけど。 

○委員長（村岡 峰男） 久保川参事。 

○財政課参事（久保川伸幸） 今ご指摘をいただきま

したように、奈佐小学校の敷地の中には私有の土地、

豊岡市有ではない民間の土地が一部ございます。そ

れもプロポーザルの条件の中、もうサウンディング

のときからお示ししてますけれども、サウンディン

グでもお示しし、プロポーザルでも具体的にお示し

をし、ここが借地の部分ですというのも図面上でも

示しております。ですので、そういった条件もある

と、実は売るということはなかなか難しいというの

がもともとこちらの事情としてもありましたので、

それからすると、借りてならという提案があったこ

とも含めて貸すということでのプロポーザルにな

ったという経過でございます。 

○委員長（村岡 峰男） どうぞ。 

○委員（太田 智博） 以上です。分かりました。あ

りがとうございます。 

○委員長（村岡 峰男） ほかになければ、打ち切り

たいと思いますが。 

 じゃあ、質疑を打ち切ります。 

 それでは、当局職員の皆さんは、ここでご退席い

ただいて結構です。 

 暫時休憩します。 

午前１１時０８分休憩 

──────────────────── 

午前１１時２７分再開 

○委員長（村岡 峰男） それでは、委員会を再開し

ます。 

 これより議事順序を元に戻しまして、協議事項、

意見・要望のまとめについて、委員会意見・要望の

まとめに入ります。 

 当委員会に審査を付託されました案件の本日の

審査は終了しました。 

 ここで、委員会意見・要望として、委員長報告に

付すべき内容について協議いただきたいと思いま

す。（「土地の貸付けの件」と呼ぶ者あり）そうで

すね。 

 意見・要望はありませんか。何か委員長報告に付

すべき意見っていうのがありましたら。ありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（村岡 峰男） じゃあ、ないということで、

委員長報告についてはありませんので、そのままじ

ゃあ出すということにします。 

 ここで委員会を暫時休憩します。 

午前１１時２８分 委員会休憩 

──────────────────── 

午前１１時２８分 分科会再開 

○分科会長（村岡 峰男） 分科会を再開します。 

 これより、３番の協議事項、意見・要望のまとめ

について、分科会の意見・要望のまとめに入ります。 

 当分科会に審査を分担されました案件の本日の

審査は終了しましたので、ここで分科会意見・要望

として予算決算委員会に報告すべき内容について

協議いただきたいと思います。 

 ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員（松井 正志） 委員長さえなかったらね。 

○分科会長（村岡 峰男） それでは、意見をつける、

付すべき意見はなしということで。 

 じゃあ、次に、分科会長報告についてですが、内

容につきましては正副分科会長に一任願いたいと
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思いますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（村岡 峰男） ご異議なしと認め、その

ように決定しました。 

 以上で分科会を閉会いたします。 

午前１１時２９分 分科会閉会 

──────────────────── 

午前１１時２９分 委員会再開 

○委員長（村岡 峰男） それでは、委員会を再開し

ます。 

 これより（３）番の閉会中の継続審査申出につい

てに入ります。 

 資料の４ページにあります委員会重点調査事項

を閉会中の継続審査事項として議長に対して申し

出したいと思いますが、これにご異議ございません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（村岡 峰男） 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 これより（５）番、その他に入ります。 

 その他、委員の皆さんのほうから何かあればお願

いいたします。 

 どうぞ。 

○委員（松井 正志） 今日、実質の審議を初めてや

ったんですけども、タブレットにいろんな資料を出

すとき私がずっと通知をしてるんですけども、なか

なかこれ大変なんですよ。今日は補正予算も少なか

ったですし議案も１件だったんでいいんですけど

も、これがどんどん大きくなってくるとずっと見な

がらやっていかんなんで、ちょっと提案なんですけ

ども、１つの議案、例えば補正予算の中になっちゃ

ったら、できたら皆さんで繰っていただけたらあり

がたいんですけども。飛ぶときは、例えばこの議案

からこっちの議案に行って、なかなか探すのが面倒

くさいっていうときは、我々は事前に次第書という

んか、次へどうなるかって知ってますんで、先に準

備してやりますけども、補正予算とか何かについて

は、できたら自分で探していただくよう、通知しま

せんので、その点でご了解をいただきたいと思いま

すが、いいですか、委員長。 

○委員長（村岡 峰男） しゃあないですね。影響が

あるのは私ぐらいで、あとの皆さん若いからしゃっ

しゃっと見れるので。 

○委員（浅田  徹） 私らも同じですけど、まあ、

全然正副がいいなら。 

○委員（松井 正志） できるだけ努力はしますけど、

ちょっとその辺りはそういうことで、サボることが

あると思いますので。 

○委員（太田 智博） 委員長がオーケー言うたらオ

ーケーです。 

○委員（浅田  徹） 分かりました。いいです。 

○委員（太田 智博） しゃあないですね。 

○委員（前田 敦司） すみません。 

○委員長（村岡 峰男） どうぞ。 

○委員（前田 敦司） まあ、全然僕はいいんですけ

ど、今の話で、これは佐伯さんにしていただくって

いうのはおかしな話なんですか。 

○委員（松井 正志） 彼はまた別に仕事してる。ず

っとこれ、誰が発言しとるか、そういうこととか、

それを記録せんなん。 

○委員（前田 敦司） 分かりました。了解です。じ

ゃあ、大丈夫です。 

○委員長（村岡 峰男） まあ、何とかよたよたでも

ついていきますんで。 

○委員（前田 敦司） もし気になったら発信してい

いんですか。 

○委員（松井 正志） 皆さんがやってくれてもいい

んです。 

○委員（浅田  徹） ほかの委員会ではありました

わ。得意な方、委員さんにお願いして、それをちゃ

んと。 

○委員（松井 正志） 僕だけがしなくてもなあ、皆

さんもできるようになってるんで。 

○委員長（村岡 峰男） そうか、そうか、できんの

は私ぐらいだから。 

○委員（松井 正志） 以上です。 

○委員長（村岡 峰男） じゃあ、その他ほかにあり

ませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（村岡 峰男） じゃあ、暫時休憩します。 

午前１１時３２分 委員会休憩 

──────────────────── 

午前１１時３８分 委員会再開 

○委員長（村岡 峰男） じゃあ、休憩を閉じて委員

会を再開します。 

 ほかにその他はありませんね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（村岡 峰男） それでは、以上をもちまし

て総務委員会を閉会いたします。ご苦労さまでした。 

午前１１時３８分 委員会閉会 

──────────────────── 

 


